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令和７年度 内部・外部通報制度の運用状況 

 

 地域医療機能推進機構では、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）に基

づき通報制度を定め、職員等からの法令等違反行為に関する通報については、担当窓

口（病院・本部・地区事務所）及び外部窓口（指定弁護士）を設置し、対応すること

としています。 

 令和７年度における内部・外部通報制度の運用状況は、次のとおりです。 

 

１．通報件数の状況 

 通報件数 
内   訳 

調査対象 非調査対象※ 

合   計 １８  １４  ４  

通報内訳 
内部通報 １６  １２  ４  

外部通報 ２  ２  ０  

※ 非調査対象については、通報者の了承を得たうえで、担当部署に回付した。 

 

２．調査対象の処理状況 

  
是正措置等を 

行ったもの 

法令等違反に 

当たらないもの 
調査中 

合   計 ７  ５  ２  

通報内訳 
内部通報 ６  ４  ２  

外部通報 １  １  ０  
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